
青森みちのく災害復旧ローン 
2025 年 1月 1 日以降適用中 

１．商 品 名 青森みちのく災害復旧ローン 

２．ご利用いただ

ける方 

次のいずれも満たすお客さま。 
(1) 銀行が認める災害により罹災された方。 
(2) 保証会社の保証が得られる満 18 歳以上の個人で、ご返済完了時の年齢が満 71 歳以

下の方。 
(3) 罹災または被災証明書をご提出頂ける方。 

３．お使いみち 

 
罹災に対する復旧資金（住宅修繕資金、住宅関連消費財購入資金等） 
(1) 罹災した住まいの復旧に関する全ての資金で、資金使途の確認ができるもの。 

増築・改築・修繕・模様替え工事／キッチン・バス・トイレ・洗面化粧ユニット 
等水回り設備工事／バリアフリー工事／省エネ断熱化工事／耐震改修工事／ 
ソーラーシステム工事／車庫建築・物置建築・風除室設置・門扉据付・カーポート・

アスファルト等整地・土留め・植樹・造園・融雪設備工事等外構工事 
(2) 罹災住まいの復旧に付随する住宅関連消費財購入資金で、資金使途の確認ができ  

るもの。ただし、単独の消費材購入は対象外となります。 
家具・インテリア・冷暖房機器・厨房機器等 

(3)罹災に伴う自家用車の買換え資金 
 当行または他社において、既にお借入れされたマイカーローンの借換資金も上乗せ可

能です（ただし被災されたお客様名義のお借入れに限ります）。 

４．ご融資金額 1 万円以上 500 万円以内（1 万円単位） 

５．ご融資期間 1 年以上 10 年以内（1 ヵ月単位） 

６．ご融資金利 固定金利型 … お借入当初の金利が適用されます。 

７．ご返済方法 

(1) お借入月または翌月任意の日より、以降その応答日に元利均等毎月返済*1 に基づき

返済用口座から自動振替で決済させていただきます。 
(2) お借入金額の 50％以内で、ボーナス返済併用も可能です。ただし、返済は６ヵ月毎

の(1)記載の応答日になります。 
(3) 繰上げ償還は一部繰上げ、全額繰上とも可能です。 

８．担保 不要です。 

９．保証人 
銀行あて保証人は不要です。あおぎんカードサービス株式会社が保証します。 
ただし、罹災したご本人以外（原則同居家族）の方がお申込人となる場合は、罹災した

ご本人が原則保証会社あての保証人となる必要があります。 

１０．ご返済 
試算額 窓口にお申し出いただければ試算いたします。 

１１．金利情報の 
入手 現在の適用金利については、窓口にお問い合わせください。 

*1 元利均等返済･････････････ご返済の初回から最終返済時まで、毎月のお支払い金額（元金返済部分+利息

支払部分）が一定となるように計算されている返済方式です。 


